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食品ロスに関する県民意識調査業務委託に係る条件付き一般競争入札 

の実施（温暖化対策課） 

 

 次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

 

 令和７年７月２４日 

 

秋田県知事 鈴木 健太   

 

１ 入札に付する事項 

（１）業務名 

  食品ロスに関する県民意識調査業務委託 

（２）業務内容 

  仕様書のとおり 

（３）契約期間 

  契約締結日から令和８年２月１３日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

   入札に参加する資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。

（１）秋田県内に本社、支社、支店又は営業所を有すること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は

   民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てが

   なされている者（手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（４）秋田県暴力団排除条例（平成２３年秋田県条例第２９号）第２条に規定する暴

   力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 

（５）秋田県税に滞納がないこと及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納が

   ない（適用除外事業所を除く。）こと。 

（６）入札参加資格確認申請書の提出日から入札日の間において、県からの受注業務

   に関し、指名停止の措置を受けていないこと。 

（７）過去に、国又は地方公共団体と同じ種類及び規模がほぼ同じ又はそれ以上の規

   模の世論調査・意識調査等に関する契約を締結し、これらを誠実に履行している

   こと。 

（８）個人情報保護のため、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与する

「プライバシーマーク」を取得していること又は個人情報の取扱いを適切に行

う体制を社内規則等で定め、適切に運用していること。 
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３  契約条項を示す場所等  

（１）契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書等の交付場所  

   〒０１０－８５７０  秋田市山王四丁目１番１号  

   秋田県生活環境部温暖化対策課  

電話番号  ０１８－８６０－１５６０  

メールアドレス  en-ondanka@pref.akita.lg.jp 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付方法  

入札説明書、仕様書及びその他の入札に関する書類は、令和７年７月２４日

（木）から８月５日（火）までの期間、秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネ

ット」に掲載する。 

ただし、当該配布方法により入手することができない場合は、秋田県の休日を定

める条例（平成元年秋田県条例第２９号）第１条第１項に規定する県の休日を除

き、午前９時から午後５時まで（１）の場所で随時配布する。 

（３）仕様書に関する質問及び回答 

   仕様書に関する質問は、任意の文書により令和７年８月１日（金）午後５時まで

  電子メールにより提出するものとし、質問に対する回答は、同月４日（月）まで 

 に秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 

 

４ 入札執行の日時及び場所 

  令和７年８月７日（木）午前１１時 

  秋田市山王四丁目１番１号 秋田県庁本庁舎地下１階 入札室 

 

５ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

秋田県財務規則（昭和３９年秋田県規則第４号）第１６０条から第１６３条まで

  に規定するところによる。 

（２）契約保証金 

秋田県財務規則第１７７条から第１７９条までに規定するところによる。 

 

６ その他 

（１）入札の方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

  相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

  額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消

  費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

  金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（２）入札の無効  

秋田県財務規則第１６６条に規定するところによる。 
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（３）落札候補者の決定の方法 

   予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札候補者と

する。 

   ただし、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじ

  により決定する。  

（４）提出書類等  

   入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに入札説明書に記載さ

  れた必要書類等を提出すること。  

（５）その他  

   詳細は、入札説明書による。  


